
13 広報くりやま　2019. 7 122019. 7　広報くりやま   

均等割
【1 人当たりの額】

50,205 円

所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】

（平成 30 年中の所得－ 33 万円）× 10.59％
+ 1 年間の保険料

【限度額】62 万円
（100 円未満切り捨て）

＝

○所得の少ない方は、世帯主や被保険者
の所得に応じて保険料を軽減します。

○年度の途中で加入したときは、加入し
た月からの月割で計算します。

○災害などでの所得の大幅な減少、その
他特別の事情で生活が著しく困窮し、
保険料の支払いが困難な方は、保険料
減免を受けられる場合があります。

【保険料のお支払い方法】
　「年金からのお支払い」と「口座振替」から選ぶこと
ができます。口座振替を希望される方は、町税務課収納
グループ（☎ 73-7506）にお問い合わせください。
※保険料のお支払いが困難な場合は、町税務課収納グル

―プにご相談ください。

後期高齢者医療制度
【問い合わせ】

　町住民保健課国保グループ
　☎ 73-7508

【令和元年度保険料の計算方法】

７月に保険料額をお知らせします

  国民健康保険税

■低所得者世帯への軽減判定所得基準の見直し 
軽減判定基準（改正前） 軽減割合 軽減判定基準（改正後）

世帯の所得が 33 万円 7 割 改正なし
世帯の所得が 33 万円＋ 27 万 5 千円×

（被保険者数＋※特定同一世帯所属者数） 5 割 世帯の所得が 33 万円＋ 28 万円×
（被保険者数＋※特定同一世帯所属者数）

世帯の所得が 33 万円＋ 50 万円×
（被保険者数＋※特定同一世帯所属者数） 2 割 世帯の所得が 33 万円＋ 51 万円×

（被保険者数＋※特定同一世帯所属者数）
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後

も、国民健康保険の世帯主と継続して同一の世帯に属する方です。

　国の税制改正に伴い、医療分の課税限度額を引
き上げ、低所得者の軽減拡大による軽減判定所得
基準額の引き上げを行います。
※令和元年度の納税通知書は 7 月中旬に送付予定

です。

区分 課税限度額
（改正前）

課税限度額
（改正後）

医療分 58 万円 61 万円
後期高齢者支援金分 19 万円 改正なし

介護給付金分 16 万円 改正なし

■医療分の課税限度額の引き上げ

【問い合わせ】
　町税務課課税グループ
　☎ 73-7505

課税限度額・軽減基準額が変わります

介護保険料
段階区分 割　合 対象基準 年間保険料

第 1 段階 基準額の
0.375 倍

生活保護を受給されている方、
老齢福祉年金受給者でその世帯
全員が住民税非課税の方、世帯
全員が住民税非課税で合計所得
金額＋課税年金収入額が年額 80
万円以下の方

23,200 円

第 2 段階 基準額の
0.625 倍

世帯全員が住民税非課税で、合
計所得金額＋課税年金収入額が
年額 120 万円以下の方

38,600 円

第 3 段階 基準額の
0.725 倍

世帯全員が住民税非課税で第 1・
第 2 段階に該当しない方 44,800 円

第 4 段階 基準額の
0.9 倍

住民税課税世帯で本人が非課税、
合計所得金額＋課税年金収入金
額が年額 80 万円以下の方

55,700 円

第 5 段階 基準額 住民税課税世帯で本人が非課税、
第 4 段階に該当しない方 61,900 円

第 6 段階 基準額の
1.2 倍

本人が住民税を課税されており、
合計所得が 120 万円未満の方 74,200 円

第 7 段階 基準額の
1.3 倍

本人が住民税を課税されており、
合計所得が 120 万円以上 200 万
円未満の方

80,400 円

第 8 段階 基準額の
1.5 倍

本人が住民税を課税されており、
合計所得が 200 万円以上 300 万
円未満の方

92,800 円

第 9 段階 基準額の
1.7 倍

本人が住民税を課税されており、
合計所得が 300 万円以上の方 105,200 円

　65 歳以上の方の介護保険料第１段階か
ら第３段階が、国の制度に基づき変更とな
ります。それ以外の段階は、昨年度と変更
はありません。
　介護保険料は、第 7 期介護保険事業計
画（平成 30 年度～令和 2 年度）に基づき、
本人と世帯員の前年の所得状況によって決
定されます。
　詳しくは、右の表をご確認ください。
※介護保険料は 7 月中旬に発送する「介

護保険料納付通知書」でお知らせします。

【表】令和元年度（平成 31 年度）　介護保険料

【問い合わせ】
　町税務課課税グループ
　☎ 73-7505

保険料の一部が変わります
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